
ＰＦＩと指定管理者制度について 

○ＰＦＩと指定管理者それぞれで必要な議決項目 

 

 

 

 

 

                      ※③・④は同一の条例によることも可能 

○基本的考え方 

ＰＦＩ法上の契約と指定管理者制度とは、基本的には別個の制度であり、一

方の手続きが「自動的」に他方の手続きを兼ねるということはできない。 

しかし、指定管理者は、公の施設の設置及びその管理に関する事項を定めた

条例が制定された後に、当該条例において定められた手続きに則って選定され

るものであり、指定管理者を選定する手続きについては、全て条例に委ねられ

ていることから、議会や住民に説明がつくのであれば、公募等の方法によって

指定管理者を選定することは必ずしも必要とされず、ＰＦＩ事業者が指定管理

者として選定することができるよう条例で規定することも可能である。 

また、公の施設の設置及びその管理に関する事項を定める条例は、その対象

となる公の施設の目的や施設の状況が明らかになれば定めることができるもの

であり、ＰＦＩ契約に係る議決を行う議会と同じ議会において設置管理に関す

る条例を定めることも排除されない。（当該条例に規定する指定管理者を選定す

る手続きの方法によるが、同じ議会において指定管理者の指定の議決を行うこ

とも可能。） 

 

○考え得る議決のスケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○具体例 

事業名 
ＰＦＩ事業

運営期間 

指定管理者

指定期間 
備考 

鯖江市地域交流ｾﾝﾀｰ・特定公共賃貸住宅整備等ＰＦＩ事業 ２０年 ２０年 議決済 

愛知県森林公園ゴルフ場施設整備等事業 ２０年 ２０年 年度内に議決予定 

長野市温湯地区温泉利用施設整備・運営ＰＦＩ事業 １５年 １５年 年度内に議決予定 

（仮称）浜松市新清掃工場・新水泳場整備運営事業 １５年 １５年 17 年度当初議決予定

 

・債務負担行為の設定･･･①

・ＰＦＩ事業契約の締結･･･②

・公の施設の設置管理条例の制定･･･③

・指定管理者設置条例の制定･･･④

・指 定 管 理 者 の 指 定･･･⑤

ＰＦＩ 指定管理者制度
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